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議 事 日 程 

平成２６年７月２３日 水曜日 午前１０時００分開会 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 報告第１１号 専決処分の承認を求めることについて 
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              いて                   （  〃  ） 

 

本日の会議に付した事件 

 

  議事日程に同じ 
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   開     会 

 

 

○小関勝助議長 おはようございます。 

 ただいまから平成26年第５回長井市議会臨時

会を開会いたします。 

 

 

   開     議 

 

 

○小関勝助議長 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、遠藤健司副市長から本日の会議を欠席

させてほしい旨の届け出があり、許可いたしま

したので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程を

もって進めます。 

 なお、この日程につきましては、先ほど開催

されました議会運営委員会にお諮りし、内定を

見ておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 

 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

 

○小関勝助議長 日程第１、会議録署名議員の指

名であります。会議規則第81条の規定により、

ご指名いたします。 

 ７番 我 妻   昇 議員 

 ８番 大道寺   信 議員 

 ９番 蒲 生 光 男 議員 

 以上、３名の方にお願いいたします。 

 

 

 日程第２ 会期の決定 

 

 

○小関勝助議長 次に、日程第２、会期の決定で

あります。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第３ 報告第１１号 専決処分 

 の承認を求めることについて（平成 

 ２６年度長井市一般会計補正予算第 

 ４号） 

 

 

○小関勝助議長 次に、日程第３、報告第11号 

専決処分の承認を求めることについて（平成26

年度長井市一般会計補正予算第４号）の１件を

議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 報告第11号 専決処分の承認を求めることに

ついて、ご説明申し上げます。 

 まず最初に、去る７月９日からの集中豪雨に

より、床上、床下浸水等被災された市民の皆様

に心からお見舞いを申し上げます。昨年と同時

期、同一地域に50年に１度と言われる集中豪雨

が連続したことは、従来までの気象条件が明ら

かに大きく変化してるというふうに見ており、

私ども行政の取り組みについても意識を変えて
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いく必要があると感じているところでございま

す。 

 このたびの災害復旧を全力を挙げて迅速に行

うとともに、今後の安全安心の地域づくりを計

画的にスピード感を持って進めていく決意であ

りますので、市民の皆様、そして議会の皆様の

ご理解、ご協力をお願いするものでございます。 

 説明を申し上げます。 

 本案は、７月９日からの豪雨被害に関し、緊

急の対応を行う必要があったことから、平成26

年度長井市一般会計補正予算第４号について専

決処分をさせていただいたものでございます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に１億4,443万2,000円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ126億293万1,000

円といたすものでございます。 

 第２条の地方債の補正は、３ページ、第２表、

地方債補正のとおり追加いたすものでございま

す。 

 歳出予算の補正につきましては、７ページの

事項別明細書になりますが、避難所開設や防疫

に要する経費等として３款４項１目災害救助費

で６万7,000円を、４款１項１目保健衛生総務

費で２万6,000円を、４款２項１目清掃総務費

で13万円を計上し、８款２項３目道路新設改良

費では公共土木施設災害復旧費に組みかえる事

業費支弁人件費473万1,000円を減額し、８ペー

ジになりますが、８款４項３目公園費では最上

川河川緑地公園工作物の撤去・設置に要する経

費12万2,000円を計上し、９款１項４目防災費

では水防団の出動に要する経費77万2,000円を

計上し、落雷等に伴う施設・設備等の復旧に要

する経費として10款４項３目公民館費で67万

9,000円を、６目市民文化会館費で11万9,000円

を、10款５項２目体育施設費で77万8,000円を

計上し、９ページになりますが、市道や農道等

の応急復旧や補助災害復旧事業による本復旧工

事に向けた査定設計に要する経費等として11款

１項１目農地農業用施設災害復旧費で585万円

を、２目林業施設災害復旧費で571万2,000円を、

11款２項１目一般公共土木施設災害復旧費で１

億3,490万8,000円をそれぞれ計上いたしたもの

でございます。 

 これらの財源といたしましては、６ページに

なりますが、13款１項３目災害復旧費国庫負担

金で公共土木施設災害復旧事業費負担金2,001

万円を、19款４項１目雑入で全国市有物件災害

共済会建物総合損害共済災害共済金145万7,000

円を、20款１項８目災害復旧債で公共土木施設

災害復旧事業債1,070万円を計上し、なお不足

する財源といたしまして、18款１項１目繰越金

で前年度繰越金１億1,226万5,000円を充てるも

のでございます。 

 よろしくご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○小関勝助議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

 12番、安部 隆議員。 

○１２番 安部 隆議員 このたびのこの豪雨災

害につきましては、専決処分というようなこと

では、その判断は私は了というふうに思います。

このことについては18日の全協等でも報告を受

けました。本当に床上、床下浸水された市民の

皆さんには心からお見舞いを申し上げたいとい

うふうに思っております。 

 その中で、ちょっと興味ある副市長の答弁と

いいますか、あったんですね、その全協のとき

に。私はこの危機管理上、初動体制というよう

な中で、この地域防災無線等を駆使して、使い

ましたかというような質問をしたわけですけど

も、時間帯も夜中だったこともあったりして、

その運用は総務課長からできなかったと、こう

いうようなことでございました。ですが、災害

基本条例というような中でいけば、同時的に市

内の市民の皆様にその災害を知らせるというの
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が一つのやっぱり課題であり、使命ではないの

かなと、そういう中のやりとりの中で、副市長

は、電話、有線が生きている以上は有線を利用

してやるんだと、こういうような全協での答弁

だったんですね。これは確かに確実で、有線が

あればそうですけども、何のためにこれまでこ

の地域防災無線なりを整備してきたのか。そし

て同報系というようなことは私たちは持ってま

せんので、市長も秋ごろからのコミュニティＦ

Ｍというようなことも含めて、この同報系の通

信システムと、一つのものだと、こういうよう

な考えだったわけですけども、どうも、そのナ

ンバーツーと言われる方が有線を、ＮＴＴの電

話を優先してこの市内の、生きていれば全市民

にこの有線を活用して優先的にやるんだと、こ

ういうような答弁でしたけども、この辺、市長、

どういうふうに思いますか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 ちょっとその副市長の答弁ということについ

て、ただいま安部議員からお伺いしたところで

あり、その趣旨というものは本人にも確認はも

ちろんしてないわけでありますが、私はこのた

びの豪雨災害、昨年もそうでしたが、やっぱり

どうしても夜間、朝方にかけてというのが多い

のかなというふうに、この２年間考えてみます

と、そのように思っております。 

 その中で、やはりこの秋に整備をする災害Ｆ

ＭといいますかコミュニティＦＭをまず基本に

しなきゃいけないということは議会のほうから

もお認めいただいて進めてるわけですから、た

だ、副市長が申し上げた電話が通じるうちは電

話で、有線で市民に知らせるというのは、恐ら

く地区長さんとかに対する話、あるいはどうし

ても避難勧告から避難指示といった緊急の場合

には、電話が通じる場合はそのお宅のほうに市

民の方にお電話して避難指示ということで伝え

るということの意味だったというふうに思って

おりまして、今まで移動系の無線というのは整

備したわけですが、これは学校と地区公民館で

ありますんで、日中は活用できるんですが、や

っぱり夜間はこれ活用できないと。そういった

意味で、電話が通じるときはその有線でご連絡

させていただくということで申し上げたという

ふうに理解しております。 

 したがって、必ずしも、これからも電話が通

じるときは電話で全てご連絡をするということ

の意味で申し上げていないというふうに思いま

すし、もし申し上げてるとしたら、そうではな

くて、やはりあくまでもこれから整備するコミ

ュニティＦＭで市民の皆様に一斉にご連絡、警

報を伝えるということであると思います。 

 なお、今回はエリアメールだけは出させてい

ただいたんですが、やはり携帯等を常日ごろ、

よく注意されてる方ですとエリアメールの受信

をされるわけですが、果たしてどのぐらいの方

がエリアメールをごらんになったかというと、

恐らく１割程度ではないのかなと想定されてお

りまして、一刻も早いコミュニティＦＭ等々の

整備が必要だというふうに考えてるところでご

ざいます。以上です。 

○小関勝助議長 12番、安部 隆議員。 

○１２番 安部 隆議員 確かにきょうは欠席で

副市長いませんから、その趣旨というものはち

ょっとはかりかねますけども、これまでに補助

事業でやっぱり地区公民館、小学校にこの防災

無線を整備してきたと。やはりこういった今回

の災害だって小さいわけではないというふうに

思います。大きな災害だったと。ですから、夜

中はできなくても、日中になればその活用も一

つの訓練としても、やはりあってもよかったの

かなというふうに私は思ったんです。 

 それで中井総務課長は、それをしなかったけ

ど、今後こういったことがあれば、やはり日中

も訓練を兼ねて検討しますというようなことだ

ったんです。私はそうだと思うんです、考え方
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として。有線側が順だというのは、今、市長が

言ったようなやっぱり答弁されたようなもくろ

みもあるかもしれませんけども、やはり使える

ところになれば、フルにそういったものを駆使

すると。そして、その地域の情報もそこから上

がってきたものはそれなりのものがあるんじゃ

ないかなというふうに私、思います。 

 確かにエリアメールも本当に便利で、夜中じ

ゅう私にも入りました。これはこれで大変いい

ものだなというふうに思いますけども、市とし

てもそういったことで同報系を目指しながら、

この防災システムをつくり上げていかれるとい

う中で、有線を先に優先でやるんだというよう

な唐突な意見というものは、やっぱりちょっと

おかしいなというふうに私、感じたんです。 

 ですから、きょうは休んで副市長いませんけ

ども、そういったことのないように、やはり幹

部としては統一した考え、意見というものを持

っていただかないと非常に我々としてもちょっ

とおかしいなというふうに思っておりますので、

今後は持っているそういった装備なりそういう

システムを活用して、やはりそういった防災、

災害に対して生かしていくというようなことを

やっていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか、市長。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部議員のおっしゃるとおり、

やはりせっかく整備した移動系の無線でありま

すので、これは最大限に活用するということが

基本でありますし、またこれから整備するコミ

ュニティＦＭ、これについても、その状態状態

によって移動系のシステムを使うのか、あるい

はコミュニティＦＭを使うのか、あるいは同時

に使うのかということもあると思いますが、そ

れらがやはり基本であり、有線というのはあく

までも今まで、従来のやり方で、それで足りな

くてそういった整備をしたわけでありますので、

基本は有線ではないというふうに思っておりま

すので、それらについては副市長も含め、私ど

も管理職を含めた市幹部のほうでは、その辺は

きちんと意思統一を図ってまいりたいというふ

うに思いますので、よろしくご理解賜りますよ

うお願いいたします。 

○小関勝助議長 ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ほかに質疑もないので、質疑を

終結いたします。 

 それでは、報告第11号について討論を行いま

す。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 報告第11号は、承認することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （起立全員） 

○小関勝助議長 起立全員であります。 

 よって、報告第11号は、承認することに決定

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 これから上程いたします議案は、委員会付託

を省略し、全員でご審議願いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第４ 議案第７３号 社会資本 

 整備総合交付金事業（都市再生整備） 

 用地の取得について 

 

 

○小関勝助議長 それでは、日程第４、議案第73

号 社会資本整備総合交付金事業（都市再生整

備）用地の取得についての１件を議題といたし

ます。 
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 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第73号 社会資本整備総合

交付金事業（都市再生整備）用地の取得につい

て、ご説明申し上げます。 

 本案は、社会資本整備総合交付金事業（都市

再生整備）に必要な用地を取得するに当たり、

長井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第３条の規定により、

取得予定価格2,000万円以上、面積5,000平方メ

ートル以上の土地に該当するため、ご提案申し

上げるものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○小関勝助議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは討論を行います。ご意見ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第73号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○小関勝助議長 起立多数であります。 

 よって、議案第73号は、原案のとおり決定い

たしました。 

 最後にお諮りいたします。 

 本臨時会において議決されました議案の中で、

条項、字句、数字、その他整理を要するものに

ついては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に一任願いたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、整理を要するものについては、その

整理を議長に一任することに決定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○小関勝助議長 これをもって平成26年第５回長

井市議会臨時会を閉会いたします。 

 ご協力まことにありがとうございました。 

 

 

    午前１０時２０分 閉会 
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